
中期目標期間が終了する独立行政法人の見直し体制

独立行政法人

・行革本部長決定により設置

・行革本部の求めに応じ、独立行政法人
の中期目標期間終了時の見直しに関す
る事項について検討

・通則法に基づき中期目標期
間終了時に法人の主要な事
務・事業の改廃について主務
大臣に勧告

総務省
内閣官房

委員長：飯田亮
（セコム㈱取締役最高顧問）

委員長：大橋 洋治
（全日本空輸株式会社取締
役会長）

参考資料２

※総務省HPより内閣府作成


